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医師確保計画・外来医療計画の策定について 

健康福祉部医療推進課 

１ 計画の概要 

 

 

医師の偏在解消や外来医療提供体制の機能分化・連携を図るため、改正医療法に基づき、医

療計画（第２期信州保健医療総合計画）の一部として、都道府県知事が策定（医療法（以下、

「法」という。）第 30条の４） 

 

 

  医師確保計画：医師少数区域等の設定、医師の確保の方針、確保すべき医師の数の目標、 

目標医師数を達成するための施策 

  外来医療計画：外来医師多数区域の設定、外来医療の機能分化・連携、医療機器の効率的な活用 

 

 

第１次計画：令和２年（2020 年）度～令和５年（2023 年）度（４年間） 

※第２次計画以降は３年計画 

 

 

・医師会、歯科医師会、薬剤師会への意見聴取（法第 30 条の４第 16 項） 

・市町村、保険者協議会への意見聴取（法第 30 条の４第 17 項） 

・医療審議会への諮問・答申（法第 30 条の４第 17 項） 

・国への提出・公示（法第 30 条の４第 18 項） 

  

２ 策定体制 

・医師確保計画及び外来医療計画は、医療法に基づく医療計画の一部であるため、医療審議会

の意見を聴いて計画を策定することが必要 

・国の計画策定ガイドラインに基づき、地域医療対策協議会及び地域医療構想調整会議から意

見を聴いた上で計画案を作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣旨・目的 

記載事項 

計画期間 

策定に係る法的手続き 

策定体制のイメージ 

医療審議会 

長野県 

計画案の諮問・答申 
・県全体の医師確保対策等の方向性について検討 

・計画策定後は医師確保対策の推進主体 
意見聴取 

地域医療対策協議会 

地域医療構想調整会議 

意見聴取 

 地域医療構想を踏まえ、地域の実情に応じた検討 

・医師確保方針・目標数 

・外来医療機能・医療機器 
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３ 策定スケジュール（予定） 

 


